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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】熱間圧延ラインで高強度厚肉熱延鋼板を製造す
る際、粗圧延工程でシートバーに発生する反りを低減し
、次工程における通板性とクロップシャーの切断位置精
度を安定させるための粗圧延装置および粗圧延方法を提
供する。
【解決手段】粗圧延機群に配置された可逆式水平圧延機
の上流側及び下流側に、圧延中のシートバー１０の上面
及び下面に独立に高圧水を噴射できる噴射弁を有するデ
スケーリング装置１３，１４，１５、およびシートバー
１０の上面及び下面の温度を測定する放射温度計１１，
１２を具備し、さらに前記放射温度計による温度測定結
果から前記デスケーリング装置の噴射弁を制御する制御
装置を具備する熱延鋼板の粗圧延装置、および本装置を
用いてシートバー１０の上下面の温度差を小さくし、反
りの発生を抑制する粗圧延方法。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　連続式加熱炉、サイジングプレス、粗圧延機群、クロップシャー、仕上圧延機群、ラン
アウト冷却設備、コイラーの順に配置されている熱延鋼板の製造設備列における粗圧延装
置であって、前記粗圧延機群に配置された可逆式水平圧延機の上流側及び下流側に、圧延
中のシートバーの上面及び下面に独立に高圧水を噴射できる噴射弁を有するデスケーリン
グ装置、および前記シートバーの上面及び下面の温度を測定する放射温度計を具備し、さ
らに前記放射温度計による温度測定結果から前記デスケーリング装置の前記噴射弁を制御
する制御装置を具備することを特徴とする熱延鋼板の粗圧延装置。
【請求項２】
　前記デスケーリング装置の高圧水噴射圧力が１０～３０ＭＰａであることを特徴とする
請求項１に記載の熱延鋼板の粗圧延装置。
【請求項３】
　前記制御装置が、前記シートバーの上面の温度Ｔｕと下面の温度Ｔｄの差（Ｔｕ－Ｔｄ
）が－３０～＋１０℃の範囲となるように、前記可逆式水平圧延機の抜け側のデスケーリ
ング回数を演算する機能を有することを特徴とする請求項１または２に記載の熱延鋼板の
粗圧延装置。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれかに記載の熱延鋼板の粗圧延装置を用いた熱延鋼板の粗圧延
方法であって、粗圧延機群の前記可逆式水平圧延機で複数パスの往復圧延を行うに際して
、前記可逆式水平圧延機で圧延中にシートバーの上面及び下面の温度を測定するとともに
、前記シートバーの上面の温度Ｔｕと下面の温度Ｔｄの差（Ｔｕ－Ｔｄ）が解消するよう
に各圧延パスにおいて前記デスケーリング装置で前記シートバーの上面若しくは下面のい
ずれか一方に高圧水を噴射することを特徴とする熱延鋼板の粗圧延方法。
【請求項５】
　前記デスケーリング装置の高圧水の噴射圧力を１０～３０ＭＰａとすると共に、前記可
逆式水平圧延機の噛み込み側では、前記シートバーの上面及び下面の両方に前記高圧水を
噴射し、前記可逆式水平圧延機の抜け側では、前記シートバーの上面の温度Ｔｕと下面の
温度Ｔｄの差（Ｔｕ－Ｔｄ）に基づき上面若しくは下面のいずれか一方に前記高圧水を噴
射することを特徴とする請求項４に記載の熱延鋼板の粗圧延方法。
【請求項６】
　前記シートバーの上面の温度Ｔｕと下面の温度Ｔｄの差（Ｔｕ－Ｔｄ）が－３０～＋１
０℃の範囲となるように、前記可逆式水平圧延機の抜け側のデスケーリング回数を調整す
ることを特徴とする請求項４または５に記載の熱延鋼板の粗圧延方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱延鋼板の粗圧延装置および粗圧延方法に関し、特に、粗圧延時において、
シートバーの先端部および尾端部に反りが発生しやすい熱延鋼板、例えば高強度パイプの
素材となるシートバー厚みが５０ｍｍ以上の高強度厚肉熱延鋼板を安定的に製造するため
の粗圧延装置および粗圧延方法に関するものである。
【０００２】
　ここで、シートバーの先端部とは、圧延機に噛み込まれる端部をいい、シートバーの尾
端部とは、圧延機から抜け出る端部を言う。また、高強度厚肉とは、降伏強さが３９０～
１０５０ＭＰａ、板厚が８．０～２５．４ｍｍの場合をいう。
【背景技術】
【０００３】
　近年、未開地における原油や天然ガス等の資源の開発が活発化しており、長距離輸送を
目的にパイプラインが敷設され、ＡＰＩ規格Ｘ６５～１００といった高強度ラインパイプ
材の需要が高まっている。これらのパイプラインでは資源を効率的に輸送するため、パイ
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プ内部に高い内圧をかけることが多い。さらに、シベリヤやアラスカなど寒冷地から前記
資源を輸送するパイプラインの場合は、地震による地殻変動なども考慮し、高靭性、高強
度といった特性がラインパイプ材にとって非常に重要となっている。これらのパイプライ
ンにて使用されるパイプは肉厚が１５～４０ｍｍ程度、外径２０インチ程度以上と、厚肉
かつ大径である。従来は高強度パイプとしては長手方向に縦長形状である厚鋼板の短辺側
を円形に成形した後、突合せ部を長手方向に溶接してパイプとするＵＯＥ鋼管が多用され
ている。通常、厚鋼板は熱間スラブを１～２機の圧延機を有する厚板ミルでの多パス圧延
にて矩形形状に製造されるものであり、その製品長は最大でも４０ｍ程度である。
【０００４】
　これに対し、近年、鋼管の原板となる厚鋼板を、単価の安い薄板圧延用の熱間圧延ライ
ンにて圧延し、コイル状に巻き取って熱延鋼板コイルとした後、該熱延鋼板コイルを巻き
ほどきながら鋼板を連続的に管に成形し、板幅端部の突合せ部を溶接して鋼管とするいわ
ゆるＥＲＷ鋼管や、熱延鋼板コイルを巻きほどきながら連続的に長手方向にらせん状に成
形すると同時に、板幅端部の突合せ部を溶接しながら鋼管とするスパイラル鋼管の需要が
高まってきている。ＵＯＥ鋼管やＥＲＷ鋼管は母材鋼板の短尺側（つまり鋼板幅）を丸め
て成型するため、鋼管の外径は母材鋼板幅で決定されるが、スパイラル鋼管は鋼板の長手
方向をらせん状に成型するので、母材鋼板幅に依存せず鋼管の外径を大きくすることが可
能となるため、ラインパイプとしてスパイラル鋼管の利用が拡大してきている。
【０００５】
　ラインパイプ素材としての高強度極厚肉鋼板が保有すべき機械的性質として強度と共に
靭性、特に低温靭性が要求される。鋼板の低温靭性を改善する手法として、鋼板の結晶を
細粒化させることが有効であることが知られており、これを達成するために一般的には制
御圧延（Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｒｏｌｌｉｎｇ）が行われる。制御圧延とは、未再結晶
温度域（たとえば９５０℃以下）まで圧延温度を低下させ、ある程度以上の圧下率（たと
えば６０％以上）で圧延することで、鋼板の結晶粒を細粒化する技術である。
【０００６】
　一般的な、熱延鋼板の製造設備（以下、熱間圧延ラインとも言う）は、主として、連続
式加熱炉と、可逆式水平圧延機若しくは非可逆式水平圧延機を有する粗圧延機群と、複数
の水平圧延機を有し連続圧延可能な仕上圧延機群と、コイラーと、から構成されている。
熱間圧延ラインで、連続式加熱炉側を上流側、コイラー側を下流側という。熱延鋼板の圧
延で制御圧延を実施する場合は、粗圧延機群において低速圧延を行うか、あるいは粗圧延
工程完了後にシートバーをある時間待機させ、シートバーの温度を低くして（たとえば、
９５０℃以下）、その後仕上圧延機群にて仕上圧延を行う。この際、シートバーの厚さを
厚くして仕上圧延機入側から出側までの累積圧下率を大きくする、たとえば累積圧下率６
０％以上を確保する手法がとられる。
【０００７】
　例えば、高靭性の板厚２０ｍｍの熱延鋼板を製造する場合は、高靭性を達成するために
仕上圧延の温度を８００～９５０℃とし、圧下率を少なくとも６０％以上確保する必要が
あり、仕上圧延機入側のシートバー厚を５０ｍｍ以上として圧延しなければならない。こ
の際、粗圧延中のシートバーの先端部若しくは尾端部に圧延による反りが発生することが
多い。シートバーの反りは、通常、ローラーレベラー等の平坦度矯正機で矯正されるが、
反りが大きい場合は、ローラーレベラーへの進入ができなかったり、ローラーレベラーで
の反りの矯正が不十分となり、下流側の設備において、クロップシャーによるシートバー
のクロップ切断不良や仕上圧延機での噛み込み不良など、生産上の様々な問題が発生する
。
【０００８】
　シートバーの先端部や尾端部に発生する反りには、スラブの厚み方向の温度差に起因し
たものや、圧延機噛み込み時のスラブの厚み方向の中心部と圧延機の上ロールと下ロール
との間隙の中心線とのずれに起因したものがある。
【０００９】
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　そこで、粗圧延時にシートバーの先端部や尾端部に発生する反りを改善する方法として
、従来より以下のような技術が開示されている。
【００１０】
　例えば、特許文献１に、粗圧延機の直後に第一の反り矯正装置を、仕上げ圧延機前に第
二の反り矯正装置を設置して、スラブを粗圧延機により粗圧延した後、第１の反り矯正装
置によりシートバーの反りを粗矯正し、次いで第２の反り矯正装置により前記反りを仕上
矯正する方法および装置が開示されている。
【００１１】
　また、特許文献２には、粗圧延機の出側に昇降自在な水平ローラを設置して、圧延材先
端の上反りを矯正する方法および装置が開示されている。
【００１２】
　さらに、特許文献３には、粗圧延工程と、粗圧延後の圧延材を所定の温度に水冷する冷
却工程と、引き続く仕上圧延工程とからなる熱間圧延方法が実施される熱間圧延ラインに
おいて、冷却工程では、圧延材の鋼種に応じて冷却停止時の圧延材の上面温度と下面温度
との差を１００℃の範囲内で制御するように水冷し、仕上圧延工程では、後段パスでの反
り状態に基づいて圧延材上下面の非対称冷却を行わせて後段パスで発生する先端反りを制
御する技術が開示されている。
【特許文献１】特開２００４－３５１４８４号公報
【特許文献２】特開平５-５７３１７号公報
【特許文献３】特開平６－７１３２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかしながら、上記従来技術には以下のような問題がある。
【００１４】
　特許文献１に記載の技術では、シートバーの矯正反力に十分耐え得る矯正力を有するレ
ベラーを導入すれば、十分な効果を発揮するが、特に、最終板厚が２０ｍｍを超える極厚
の熱延鋼板を製造する場合は、シートバー厚みが５０ｍｍ以上、最大１００ｍｍ程度とな
る場合もあり、極めて高い矯正力を持つレベラーの導入が必要となる。このような極めて
高い矯正力を有するレベラーは、設備自体がかなり高額となり容易に設置できないという
問題がある。
【００１５】
　また、特許文献２に記載の技術も、粗圧延機出側に設置した水平ローラによって上反り
の矯正を行うというもので、特許文献１に記載の技術と同様、極厚材を製造する場合には
大きな矯正力を有する必要があるため、設備自体がかなり高額となるといった問題がある
。
【００１６】
　特許文献３に記載の技術は、反りの発生原因である圧延材の上下面温度差に着目してお
り有用であるが、上面と下面の温度差の許容は１００℃とかなり広い範囲となっており、
その有効性は疑われる。また、実施例に記載されているように粗圧延後に８０ｓｅｃ程度
の水冷時間が必要であり、その間圧延することができず、生産性を阻害する。
【００１７】
　本発明は、上記のような事情に鑑みてなされたものであり、熱間圧延ラインで高強度厚
肉熱延鋼板を製造する際、粗圧延工程でシートバーに発生する反りを低減し、次工程にお
ける通板性とクロップシャーの切断位置精度を安定させるための粗圧延装置および粗圧延
方法を提供することを目的とするものである。特に、仕上厚み２０ｍｍを超える高靭性の
厚肉熱延鋼板のように、仕上圧延時の圧下率を６０％以上(シートバー厚み５０ｍｍ以上
、最大１００ｍｍ以下)、圧延温度を９５０℃以下として仕上圧延するような鋼板の製造
においても、反りの小さいシートバーを製造可能な粗圧延装置および粗圧延方法を提供す
ることを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明者らは、前記課題を解決するために、シートバーの反りの発生原因である粗圧延
時におけるシートバーの上下面の温度差に着目し、鋭意検討した結果、粗圧延機群に配置
されている可逆式水平圧延機の上流側と下流側の両方にデスケーリング装置と放射温度計
を具備し、前記デスケーリング装置による高圧水の噴射を制御することで前記温度差を低
減できることを見出し、以下の要旨からなる発明を完成した。
（１）連続式加熱炉、サイジングプレス、粗圧延機群、クロップシャー、仕上圧延機群、
ランアウト冷却設備、コイラーの順に配置されている熱延鋼板の製造設備列における粗圧
延装置であって、前記粗圧延機群に配置された可逆式水平圧延機の上流側及び下流側に、
圧延中のシートバーの上面及び下面に独立に高圧水を噴射できる噴射弁を有するデスケー
リング装置、および前記シートバーの上面及び下面の温度を測定する放射温度計を具備し
、さらに前記放射温度計による温度測定結果から前記デスケーリング装置の前記噴射弁を
制御する制御装置を具備することを特徴とする熱延鋼板の粗圧延装置。
（２）前記デスケーリング装置の高圧水噴射圧力が１０～３０ＭＰａであることを特徴と
する（１）に記載の熱延鋼板の粗圧延装置。
（３）前記制御装置が、前記シートバーの上面の温度Ｔｕと下面の温度Ｔｄの差（Ｔｕ－
Ｔｄ）が－３０～＋１０℃の範囲となるように、前記可逆式水平圧延機の抜け側のデスケ
ーリング回数を演算する機能を有することを特徴とする（１）または（２）に記載の熱延
鋼板の粗圧延装置。
（４）（１）ないし（３）のいずれかに記載の熱延鋼板の粗圧延装置を用いた熱延鋼板の
粗圧延方法であって、前記粗圧延機群の前記可逆式水平圧延機で複数パスの往復圧延を行
うに際して、前記可逆式水平圧延機で圧延中にシートバーの上面及び下面の温度を測定す
るとともに、前記シートバーの上面の温度Ｔｕと下面の温度Ｔｄの差（Ｔｕ－Ｔｄ）が解
消するように各圧延パスにおいて前記デスケーリング装置で前記シートバーの上面若しく
は下面のいずれか一方に高圧水を噴射することを特徴とする熱延鋼板の粗圧延方法。
（５）前記デスケーリング装置の高圧水の噴射圧力を１０～３０ＭＰａとすると共に、前
記可逆式水平圧延機の噛み込み側では、前記シートバーの上面及び下面の両方に前記高圧
水を噴射し、前記可逆式水平圧延機の抜け側では、前記シートバーの上面の温度Ｔｕと下
面の温度Ｔｄの差（Ｔｕ－Ｔｄ）に基づき上面若しくは下面のいずれか一方に前記高圧水
を噴射することを特徴とする（４）に記載の熱延鋼板の粗圧延方法。
（６）前記シートバーの上面の温度Ｔｕと下面の温度Ｔｄの差（Ｔｕ－Ｔｄ）が－３０～
＋１０℃の範囲となるように、前記可逆式水平圧延機の抜け側のデスケーリング回数を調
整することを特徴とする（４）または（５）に記載の熱延鋼板の粗圧延方法。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、粗圧延時に発生するシートバーの上下面の温度差に起因する反りを安
定的に低減でき、次工程における通板性とクロップシャーの切断位置精度を安定させるこ
とができる。特に、厚肉高強度熱延鋼板の靭性を向上させるために行われる制御圧延時に
おいて、安定的に仕上圧延機を通板することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】一般的な熱延鋼板の製造設備列を示す模式図である。
【図２】シートバーの上下面温度差による反りの発生を説明する模式図である。
【図３】シートバーのフィッシュテール形状
【図４】本発明の表面温度計及びデスケーリング装置の配置を説明する模式図である。
【図５】シートバーの先端部および尾端部に発生する反り量を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　仕上厚み２０ｍｍを超える高靭性仕様の高強度厚肉熱延鋼板の製造では、仕上圧延時の
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圧下率を６０％（シートバー厚みが５０ｍｍ以上、最大１００ｍｍ）以上とし、圧延温度
を９５０℃以下とする制御圧延で仕上圧延する必要がある。ここで、仕上圧延機の耐荷重
や圧延モーターのトルクの観点から厚み１００ｍｍ以下のシートバーしか圧延できないた
め、シートバー厚みの最大値を１００ｍｍとした。
【００２２】
　この際に、粗圧延後のシートバーの先端部及び尾端部、特に搬送方向側の先端部に大き
な反りが存在するとローラーレベラーでの通板不良やクロップシャーの切断不良などの問
題が発生するため、粗圧延機群での粗圧延時にシートバーの先端部に発生する反りを抑制
することで、クロップ切断位置精度の安定化と仕上圧延機群での安定通板を実現する方法
について検討した。
【００２３】
　以下、粗圧延中にシートバーの先端部に発生する反りに関して説明する。
【００２４】
　一般的な熱延鋼板の製造装置列を図１に示す。連続式加熱炉１でスラブを加熱し、加熱
されたスラブを粗圧延機群３により成形し、所定の厚みのシートバー１０を製造する。こ
の際に、板幅を調整するために、連続式加熱炉１の出側に設置されているサイジングプレ
ス２で、前記スラブを所定のサイズまで幅方向に圧下するとともに、粗圧延機群３の水平
圧延機に近接した位置に設置されているエッジャー４で同じく幅方向に圧下する。その後
、ロール本数が３～９本程度のローラーレベラー５でシートバー１０に発生した反りを矯
正してから、クロップシャー６により前記シートバー１０の先端部及び尾端部のクロップ
を切断した後に、仕上圧延機群７で所定の厚みまで圧延する。圧延後の熱延鋼板は、その
後、ランアウト冷却装置８にて所定の温度まで冷却した後に、コイラー９で巻き取られる
。
【００２５】
　本発明に係る粗圧延機群３は、２機の水平圧延機から構成されており、粗圧延機列の上
流側（加熱炉側）には、リバース圧延が可能な可逆式水平圧延機３１、粗圧延機列の下流
側には下流側への搬送方向のみの圧延が可能な非可逆式水平圧延機３２が配置されている
。可逆式水平圧延機３１では、５～１１パス程度の往復圧延後に、下流側にある非可逆式
水平圧延機３２へシートバー１０を搬送する。
【００２６】
　圧延時に発生する被圧延材の反りの原因は、いくつかあるが、そのひとつの原因として
、被圧延材の上下面の温度差がある。通常、加熱炉内ではスラブを支えるためにスラブ下
面に接触してスラブを支持するスキッドが配置されており、前記加熱炉内の放射熱が前記
スキッドにさえぎられるため前記スラブの下面側の温度が前記スラブの上面側の温度より
低くなる傾向にある。一方、加熱炉からスラブを抽出した後の圧延工程では、スラブ及び
シートバーを搬送するためのテーブルローラーが前記スラブ及びシートバーの下面に接触
しており、被圧延材である前記スラブ及びシートバーの下面側は熱が逃げにくくなってい
るため、前記スラブ及びシートバーの上面側の温度が下面側の温度より低くなる傾向にな
る。そのため、スラブを加熱炉から抽出した直後の圧延初期は被圧延材であるスラブの上
面側の温度が下面側の温度より高く、圧延時間の経過と共に被圧延材であるスラブまたは
シートバーの下面側の温度が上面側の温度より高くなる傾向にある。このように被圧延材
の上下面に温度差がある状態で圧延を実施すると被圧延材の上面側と下面側の変形抵抗が
異なるため、被圧延材の温度が低く変形抵抗が大きい方向に反りが発生する。図２では、
被圧延材であるシートバー１０の下面側の温度が高いときに圧延した例を示しているが、
シートバーの下面側の変形抵抗が上面側の変形抵抗よりも小さいため、シートバーの下面
側が上面側より長手方向に長く伸びてしまい、結果として上面方向への反りとなる。この
ように発生したシートバーの反りを仕上圧延工程の前にローラーレベラー５で矯正しても
、シートバーの上面と下面との温度差は残存しているため、その後の仕上圧延工程で再び
反りが発生してしまう。
【００２７】
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　また、先に述べたように、高靭性仕様の高強度厚肉熱延鋼板の製造では、シートバーの
厚みを少なくとも５０ｍｍ以上と厚くするのに加えて、シートバーの温度を９５０℃以下
と低くすることがある。この際、シートバー１０に反りが発生している場合は、図３（ｂ
）に示すように、クロップシャーの刃が切断部の上下面に対し斜めに入射するため、更な
る局所的な反りが発生したり、せん断位置がずれて、フィッシュテール部分で切断するリ
スクがある。フィッシュテール部分では、細く尖った凸形状の先端部位が２箇所できるた
め、シートバー１０に反りが発生していると、片側の先端部位のみがテーブルロールに衝
突して折れ曲がったりして、更にローラーレベラー５や仕上圧延機群７でシートバーの先
端部の通板に支障をきたす恐れがある。
【００２８】
　また、シートバー１０の温度を９５０℃と低くした場合、シートバー１０の上面と下面
の温度差は拡大するため、その後の仕上圧延では大きな反りが発生しやすい。
【００２９】
　以上で述べた反りはシートバーの上面側と下面側との温度差に起因したものであるため
、粗圧延工程完了後のシートバーの上下面の温度差を解消する方法について以下に説明す
る。
【００３０】
　図４に、本発明の一実施形態であるシートバー１０の上下面の温度差を解消するための
粗圧延装置の構成を示す。本発明の粗圧延装置は、可逆式水平圧延機３１の圧延噛み込み
側及び抜け側のパスライン（被圧延材が通板する高さ方向位置）の上方（上面側）及び下
方（下面側）に、シートバー１０の上面と下面の温度を測定する表面温度計（放射温度計
）１１、１２と、シートバー１０の上面及び下面に対し個別に高圧水を噴射することが可
能な噴射弁を有するデスケーリング装置１３～１５と、を具備し、さらに、放射温度計１
１、１２の測定結果からデスケーリング装置１３～１５の前記噴射弁を制御する制御装置
を具備している。ここで、圧延機噛み込み側のデスケーリング装置をデスケーリング装置
１３とし、圧延機抜け側の上面側のデスケーリング装置をデスケーリング装置１４、下面
側のデスケーリング装置をデスケーリング装置１５とする。また、シートバーに大きな反
りが発生した場合に備えて、デスケーリング装置１３、１４の破損を防止するために、プ
ロテクター１６が設置されている。なお、可逆式の圧延機であるため、熱間圧延ラインの
上流側と下流側は圧延パスごとに図４の左右で逆転する。また、前記デスケーリング装置
の高圧水の噴射圧力を１０～３０ＭＰａとすることが好ましい。高圧水の噴射圧力を１０
ＭＰａ以上の高圧にすることで、シートバーの表面に生成した鉄酸化物（いわゆるスケー
ル）を水圧による衝撃及び水による表面冷却による熱衝撃を利用して剥離する。つまり、
このデスケーリング装置は、スケールを剥離すると共に温度を低下させる作用を持ってい
る。また、高圧水の噴射圧力が３０ＭＰａ超えになると極めて大きな動力のポンプが必要
となるのに加えて、耐圧のため厚肉の配管を使う必要が生じ、初期投資が膨大となるため
、上限を３０ＭＰａとする。
【００３１】
　本発明では、まず、可逆式水平圧延機３１でシートバー１０を圧延する際、シートバー
１０が可逆式水平圧延機３１に噛み込まれる前に、圧延機噛み込み側の表面温度計１１で
、シートバー１０の上面及び下面の温度を計測する。その結果、シートバー１０の上面の
温度Ｔｕと下面の温度Ｔｄの差（Ｔｕ－Ｔｄ）が－３０～＋１０℃の範囲に入っていない
場合は、圧延機抜け側のデスケーリング装置１４若しくは１５のいずれかを用いて温度の
高い側の面に高圧水を噴射し、シートバー１０の上下面の温度差を低減する。すなわち、
シートバー１０の上面の温度Ｔｕと下面の温度Ｔｄの差（Ｔｕ－Ｔｄ）が－３０℃よりも
小さい場合は、下面側のデスケーリング装置１５でシートバー１０の下面に高圧水を噴射
し、シートバー１０の上面の温度Ｔｕと下面の温度Ｔｄの差（Ｔｕ－Ｔｄ）が１０℃より
も大きい場合は上面側のデスケーリング装置１４でシートバー１０の上面に高圧水を噴射
する。この際、圧延前のスケール剥離は必要不可欠なので圧延機噛み込み側のデスケーリ
ング装置１３ではシートバー１０の上面側、下面側ともに高圧水を噴射する。
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【００３２】
　熱間粗圧延におけるデスケーリング装置は、シートバーの表面に生成したスケールを除
去するものであり、シートバーの上面側または下面側のうち片方のデスケーリング装置を
不使用にすると、高圧水が噴射されていない面にスケールが残存して圧延後のシートバー
の表面品質を悪化させてしまう。特に、圧延機噛み込み側でスケールを残存させると、圧
延の際に前記スケールがシートバーに押し込まれるため、後にデスケーリング装置でスケ
ールを剥離しようとしても、シートバーにスケールが食い込んでおり容易に除去できない
。そこで、圧延機噛み込み側の上下のデスケーリング装置１３は常に使用して、シートバ
ー１０のスケールを剥離した状態で圧延し、抜け側のデスケーリング装置１４、１５で片
面のみに噴射することでシートバー１０の上下面の温度差を低減していく。なお、このよ
うな方法を可逆式水平圧延機での圧延中に実施するため、次パスでの圧延では、図７の左
右が逆転し、前パスの圧延抜け側は、次パスの噛み込み側になるので、片面のみデスケー
リングされたシートバー１０は、次パスの圧延前に上面及び下面の両方がデスケーリング
され、スケールの噛み込みが発生するといった問題は解消される。また、一般的な熱間圧
延ラインではシートバーを搬送するために、パスラインの下面側には複数のテーブルロー
ルが設置されているため、シートバーの先端部が下反りとなると、シートバーの先端がテ
ーブルロールに引っかかり搬送できなくなるトラブルが発生しやすくなる。そこで、シー
トバーの形状が平坦若しくは若干上反りになるように、シートバーの下面の温度が上面の
温度より若干高めになることを許容して調整するのが好ましい。そこで、上面の温度Ｔｕ
と下面の温度Ｔｄの差（Ｔｕ－Ｔｄ）を－３０～１０℃の範囲とするのが好適である。し
たがって、前記制御装置は、シートバーの上面の温度Ｔｕと下面の温度Ｔｄの差（Ｔｕ－
Ｔｄ）が、－３０～１０℃の範囲となるように、デスケーリング回数を演算する機能を有
することが好ましい。
【００３３】
　なお、シートバー１０の上面の温度Ｔｕと下面の温度Ｔｄの差（Ｔｕ－Ｔｄ）が、－３
０～１０℃の範囲であれば、可逆式水平圧延機３１の圧延抜け側のデスケーリング装置１
４、１５を使用しない若しくは同時に使用してシートバー１０の上下面両面に高圧水を噴
射してもかまわない。特に、制御圧延のために、仕上げ圧延時の圧延開始温度を９５０℃
以下と低くする場合は、シートバーの温度を低めにしたいため、圧延抜け側のデスケーリ
ング装置はシートバー１０の上面の温度Ｔｕと下面の温度Ｔｄの差（Ｔｕ－Ｔｄ）が発生
していない条件では、可能な限りシートバー１０の上下面両面に高圧水を噴射するほうが
良い。
【００３４】
　また、本発明に係る熱延鋼板の粗圧延方法は粗圧延機群の可逆式圧延機を使って、複数
パス往復しながら圧延するときに適用する。なぜなら、デスケーリング装置による冷却で
は、１パスあたり１～５℃程度の冷却能力しかなく、１パスのみの圧延で上記の粗圧延方
法を実施しても、シートバーの上面の温度Ｔｕと下面の温度Ｔｄの差（Ｔｕ－Ｔｄ）はあ
まり解消しない。そのため、少なくとも５パス以上、望ましくは９パス以上の圧延で実施
するのが良い。また、圧延パススケジュールの点から、シートバーの上面の温度Ｔｕと下
面の温度Ｔｄの差（Ｔｕ－Ｔｄ）を解消するのに必要な圧下パス(板厚みを薄くするパス)
が確保できない場合は、圧延機のロールギャップを被圧延材の厚みよりも広くしておき、
デスケーリング装置による冷却のみを行う冷却パスを数パス実施してもかまわない。
【００３５】
　また、上述の粗圧延方法により、シートバーの上面の温度Ｔｕと下面の温度Ｔｄの差（
Ｔｕ－Ｔｄ）を所定の範囲としても、シートバーの反りが多少残存する場合もあるが、そ
の場合は仕上圧延機前に設置されているローラーレベラー５でシートバーの反りを矯正す
ることで、後のクロップシャー６によるせん断や仕上圧延工程における通板性を更に改善
することも可能である。
【実施例】
【００３６】
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　以下、本発明の実施例について説明する。
【００３７】
　対象とした材料はＡＰＩ規格Ｘ８０グレードのラインパイプ用熱延鋼板であり、図１の
ように、粗圧延機群３は上流側から可逆式圧延機３１、非可逆式圧延機３２の順で配置さ
れた圧延機構成のミルにおいて、厚み２５０ｍｍ、幅１６５０ｍｍ、長さ７０００ｍｍの
寸法のスラブを熱間圧延ラインの粗圧延機群３により６０ｍｍ厚みまで圧延してシートバ
ー１０を製造し、仕上圧延工程前にシートバー１０をオシレーション待機し、シートバー
１０の表面温度が９５０℃以下になったところで、ローラーレベラー５で矯正した後に、
仕上圧延機群７を経て厚み２０ｍｍの熱延鋼板に仕上げ、ランアウト冷却装置８にて５０
０℃まで冷却したのちにコイラー９にて巻き取った。
【００３８】
　この際、圧延方向噛みこみ側のデスケーリング装置１３は常時使用とした。
【００３９】
　表１に、本発明例及び比較例における粗圧延時の圧延機抜け側のデスケーリング装置１
４、１５の各圧延パスにおける使用状況を示す。本発明例１では、粗圧延機群３の可逆式
水平圧延機３１による圧延において、デスケーリング装置１３、１４、１５の噴射圧力を
１０ＭＰａとし、１～２パス目まで、上面側のデスケーリング装置１４のみ使用し、３パ
ス目以降６パス目まで下面側のデスケーリング装置１５を使用し、それ以降は、デスケー
リング装置１４、１５とも使用しなかった。
【００４０】
　本発明例２では、粗圧延機群３の可逆式水平圧延機３１による圧延において、デスケー
リング装置１３、１４、１５の噴射圧力を３０ＭＰａとし、１パス目を上面側のデスケー
リング装置１４のみ使用し、２パス目以降５パス目まで上面側のデスケーリング装置１４
及び下面側のデスケーリング装置１５を使用し、それ以降は、下面側のデスケーリング装
置１５を使用した。
【００４１】
　本発明例３では、粗圧延機群３の可逆式水平圧延機３１による圧延において、デスケー
リング装置１３、１４、１５の噴射圧力を本発明の好ましい範囲よりも低い７ＭＰａとし
、本発明例１と同じパターンでデスケーリング装置１４、１５を使用した。
【００４２】
　また、比較例１は、粗圧延機群３の可逆式水平圧延機３１による圧延において、入側の
デスケーリング装置１３の噴射圧力を１０ＭＰａとして使用し、圧延機抜け側のデスケー
リング装置１４、１５を使用しなかった例であり、比較例２は、粗圧延機群３の可逆式水
平圧延機３１による圧延において、デスケーリング装置１３、１４、１５の噴射圧力を１
５ＭＰａとし、シートバーの上面と下面の温度差が引用文献３に記載されている温度差の
範囲に入るように、１パス目から９パス目まで下面側のデスケーリング装置１５を使用し
た例である。
【００４３】
　本発明例及び比較例の粗圧延後の状況を比較して表２に示す。なお、表中の反り量は、
図５に示すように、パスライン（下ロールの圧延側ロール表面に接する水平線）を基準に
してシートバーの先端部の反りが発生している部分の下面までの距離を示している。数値
が正の場合は、図５のようにパスラインに対して上方に反り（上反り）が発生しているこ
とを意味し、数値が負の場合は、パスラインよりも下方に反り（下反り）が発生している
ことを意味している。本発明例では、粗圧延後のシートバーの上面の温度Ｔｕと下面の温
度Ｔｄの差（Ｔｕ－Ｔｄ）はいずれも－１０℃、－１５℃となり、粗圧延完了時の反り量
はシートバーの先端部及び尾端部において１５～２５ｍｍとなった。その後、ローラーレ
ベラー５で前記反り量を１０ｍｍ以下まで矯正でき、クロップシャー６によるせん断及び
仕上圧延機群７での通板はいずれも良好であった。
【００４４】
　また、本発明例１、２、３では、粗圧延後の温度はそれぞれ９８０℃、９５０℃、９９
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０℃となり、制御圧延開始温度である９５０℃に対してわずかに高いか、または同等とな
ったため、本発明例１では仕上圧延前の待機時間を５０ｓｅｃとし、本発明例２では待機
せずにすぐに圧延できたが、本発明例３では待機時間を７０ｓｅｃとして仕上圧延を行っ
た。また、本発明例１と２ではデスケーリング噴射圧力が本発明の好ましい範囲内であっ
たため、仕上圧延後の鋼板の表面概観も良好であったが、本発明例３ではデスケーリング
装置の噴射圧力が前記好ましい範囲よりも低かったため、鋼板表面のスケールの一部が剥
離しておらずトラ縞の赤いスケールが発生し、その結果、表面概観不良のため製品として
使用することができない場合があった。
【００４５】
　一方、比較例１では、粗圧延後のシートバーの上面の温度Ｔｕと下面の温度Ｔｄの差（
Ｔｕ－Ｔｄ）は－４０℃となり本発明の範囲よりも大きくなったため、本発明例１及び２
と比較して、粗圧延後のシートバーの先端部及び尾端部におけるシートバーの反り量は８
０～２００ｍｍと大きくなった。その後、ローラーレベラー５では通板できたものの、上
下面の温度差を残存させたままローラーレベラー５で反りを矯正したため、矯正後も反り
量が１００ｍｍ程度の反りがシートバーの先端部に残存したままとなり、その後のクロッ
プシャーによるクロップ切断時に切断位置が目標位置からずれて、フィッシュテール部分
の切断をしてしまい、切断できなかったフィッシュテールの突部が折れ曲がってしまった
。その結果、仕上圧延機に噛み込むことが出来ず、その後の圧延ができなかった。
【００４６】
　比較例２では粗圧延後のシートバーには先端側に反り量が３００ｍｍと大きな反りが発
生した。その結果、シートバーの先端部の反りが大きかったため、ローラーレベラー５へ
進入せず、その後の圧延ができなかった。
【００４７】
　したがって、比較例１、２では、最終製品の表面概観を確認することはできなかった。
【００４８】
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【表１】

【００４９】
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【表２】

【符号の説明】
【００５０】
１　　連続式加熱炉
２　　サイジングプレス
３　　粗圧延機群
４　　エッジャー
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５　　ローラーレベラー
６　　クロップシャー
７　　仕上圧延機群
８　　ランアウト冷却装置
９　　コイラー
１０　シートバー
１１　可逆式水平圧延機噛み込み側の温度計
１２　可逆式水平圧延機抜け側の温度計
１３　可逆式水平圧延機噛み込み側のデスケーリング装置
１４　可逆式水平圧延機抜け側の上面側デスケーリング装置
１５　可逆式水平圧延機抜け側の下面側デスケーリング装置
１６　デスケーリング装置保護用プロテクター
２０　クロップシャーの刃
３１　可逆式水平圧延機
３２　非可逆式水平圧延機
３３　圧延ロール

【図１】 【図２】

【図３】
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